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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 策定の趣旨 

船橋市では、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」と

いう。）に基づき、「障害者を対象とした職員採用選考」の実施や、働きやすい職場

環境の整備など、積極的に障害者雇用に取り組んでまいりました。 

  

令和元（２０１９）年６月に障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体が

率先して障害者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する

指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画」を作成することとされました。これを受け、本市教育委員会におい

ては、障害のある人の雇用の機会の確保及び障害のある職員一人ひとりが安心し

て働くことができる環境整備をさらに進めていくため、令和２年（２０２０）４月に

「船橋市教育委員会障害者活躍推進計画」を策定しました。 

 

本市教育委員会の障害者雇用の状況について、令和２（２０２０）年６月の雇用率

は２．７０％、直近の令和６（２０２４）年６月では２．７５％となり、現行の法定雇用率

（２．７％）を満たしています。しかしながら、令和９（２０２７）年からは、法定雇用率

が２．９％に引き上げられる予定となっていることから、取組のさらなる強化を行

っていく必要があります。また、様々な障害特性について職員のより一層の理解促

進を促すとともに、障害特性に応じた業務の創出も求められています。 

 

このたび、前計画の計画期間が令和６（２０２４）年度末で終了することから、これ

までの取組の成果と課題を踏まえつつ、令和７（2025）年度からの新たな障害者

活躍推進計画を策定するものです。 

 

 

２ 計画期間 

令和７（２０２５）年４月１日から令和１２（２０３０）年３月３１日までの５年間としま

す。 

 なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて

計画の見直しを行います。 
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３ 周知・公表 

本計画は、市職員に周知するとともに、市のホームページへの掲載などにより公

表します。 

 また、数値目標等の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、

毎年度、周知・公表します。 
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第２章 計画の目標 

 

本市教育委員会における障害者雇用の現状と課題を踏まえ、次の３つの目標を

設定します。目標達成のための取組を推進し、障害のある職員の活躍推進に努め

ていきます。 

 

１ 採用に関する目標 

≪実雇用率≫ 

目      標 毎年 6月 1日時点で実雇用率２．９％以上とする。 

評 価 方 法 毎年 6月 1日時点の障害者任免状況通報において、把握・進捗管

理を行う。 

 

２ 定着に関する目標 

≪定着率≫ 

目      標 障害のある職員が不安なく働ける職場環境整備に努め、不本意な離

職者を生じさせない。 

評 価 方 法 毎年の障害者任免状況通報の時期に合わせ、前年度の採用者の定

着状況の把握・進捗管理を行う。 

 

３ 働く上での満足度に関する目標 

≪満足度≫ 

目      標 職場における作業環境等（物理的側面）、職場における相談環境等

（心理的側面）それぞれの満足度を１００％とする。 

評 価 方 法 毎年の障害者任免状況通報の時期に合わせ、障害のある職員を対

象としたアンケートの実施により、満足度の推移を確認する。 
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第 3章 障害者の活躍推進に関する取組 

 

１ 推進体制の整備 

障害者の活躍推進に向けた取組を持続的かつ効果的に進めていくための組織

的な推進体制を整備し、計画策定、実施、点検、見直しの PDCA サイクルにより取

組の推進を図ります。 

 

（１） 庁内推進組織の設置等 

 

 ① 障害者雇用推進チームの設置 

 

障害者活躍推進計画の実施状況の評価や見直し等を検討するため、人事主管

課や障害のある職員等で構成する「船橋市教育委員会障害者雇用推進チーム」

において、計画の実施状況の点検・見直し等について検討を行います。 

 

 ② 障害者雇用推進者の設置 

  

障害者雇用促進法第７８条第１項の規定に基づき、障害者雇用推進者として管

理部教育総務課長を選任し、障害のある職員に対する必要な配慮や庁内各課の

理解促進に向けた取組を進めます。 

 

③ 職員アンケートの実施  

 

目標達成評価の確認や課題等を抽出するため、障害のある職員を対象とした

アンケートを毎年度実施し、結果を今後の取組につなげていきます。 
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（２） 相談体制の整備 

 

 ① 障害者職業生活相談員の設置 

   

   国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習の受講を修了

した者や、障害のある職員の相談及び指導等の実務経験がある者など、一定の

要件を満たした者を障害者職業生活相談員として選任し、障害のある職員の職

業生活全般に関する相談対応を行います。 

 

 ② 庁内における相談窓口の設置 

 

障害のある職員や、職場で支援にあたる管理監督者等を対象とした相談窓口

を教育総務課内に設置します。相談窓口には、障害者職業生活相談員を配置し、

電話・来所・メール相談など、相談者の意向や状況等を踏まえた対応を行います。 

また、必要に応じて産業医につなげるなど、関係機関等との連携を図ります。 

 

 ③ その他の相談窓口の周知 

 

   千葉労働局や公共職業安定所など外部の支援機関の相談窓口について活用 

することができるよう職員に周知します。 
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２ 業務の選定・創出 

障害のある職員が能力を十分に発揮し、職場内で活躍していくために、職員と

業務との適切なマッチングにより、職員一人ひとりの障害特性や能力、適性、本人

の希望などに応じた業務分担を行います。 

 

① 採用前面談の実施 

   

   障害のある職員の採用前に面談を実施し、障害特性や能力、希望、要配慮事

項等を把握し、当該職員に適した業務や配属職場等を検討します。 

 

② 管理監督者との面談及び業務の選定 

 

   障害のある職員の希望に応じて、管理監督者が定期的に面談を実施し、現在

担当している業務が適したものであるか、必要な配慮事項はあるかなどを確認

します。 

   必要に応じて担当業務の見直し等を行い、適切な業務が分担されるよう努め

ます。また、前述した「職員アンケート」の結果から課題を抽出し、必要な改善を

行います。 

 

 ③ 新たに分担する業務の創出 

 

   障害のある職員が様々な所属で活躍できるよう、業務の切り出しを行うなど、

分担して業務を行う機会の拡大を図ります。 
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３ 職場環境の整備 

  障害のある職員が能力や意欲を十分に発揮するためには、安心して働ける環境

を整えていくことが重要です。そのためには、当該職員の要望等を踏まえた整備・

改善等が必要です。また、当該職員が、上司や同僚職員と良好なコミュニケーショ

ンを図ったうえで、上司や同僚職員が障害を理解し、職場環境等について合理的

な配慮の提供を行うことが必要不可欠となります。 

 

 ① 就労支援機器の整備等 

 

障害のある職員からの要望を踏まえ、職員が能力を発揮できるよう、音声読

み上げソフトや画面拡大ソフト等の就労支援機器の導入、作業マニュアルやチェ

ックリストの作成、作業手順の簡素化など、就労を支援するための環境づくりに

ついて検討します。 

必要な支援の実施にあたっては、障害のある職員等からの要望を踏まえつつ、

職場の過重な負担にならない範囲で適切に対応します。 

 

 ② 柔軟な働き方の推進 

 

   時差出勤やテレワークなどの活用が可能な職員については、制度の活用を推

進します。 

障害に係る通院と仕事の両立を支援するため、各種休暇制度の案内を行うと

ともに、年次有給休暇の取得を促進します。また、会計年度任用職員については、

障害特性に合わせた勤務日数等を設定するなど、柔軟な働き方を推進します。 

 

③ 障害のある職員への理解促進 

 

   障害のある職員に対する理解促進に向け、管理監督職等を対象とした外部機

関等の講師による研修への参加を促進します。 

また、公共職業安定所が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講

座」や「障害者就労支援ジョブサポーター養成研修」への職員の参加を促進しま

す。 
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４ 採用・育成等 

 職員の採用等を行うにあたっては、厚生労働省が示す「障害者差別禁止指針」及

び「合理的配慮指針」等を踏まえて対応します。また、採用後については、OJTや各

種研修、人事異動等を通じて、職員の能力向上を図ります。 

 

(1) 職員の募集 

 

 ア 職員の募集・採用にあたっては、以下の取扱いを行いません。 

   

・ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する 

・ 自力で通勤できることといった条件を設定する 

・ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する 

・ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」

といった条件を設定する 

・ 特定の就労支援機関のみから受入を実施する 

   

   イ 採用選考時に合理的配慮の提供を行います。 

 

 

(２) 育成等 

 

 ① 研修を通じた能力・意欲の向上 

   

    障害のある職員の希望等を踏まえつつ、人事課人材育成室で行う職員研修

や e ラーニング等による研修のほか、外部研修機関が行う派遣研修も積極的

に活用し、職員の能力や専門知識の獲得、業務に対する意欲の向上を図りま

す。また、研修を受講する際には、資料の拡大や要約筆記者・手話通訳者の配

置など、障害の特性に応じて必要な合理的配慮を行います。 

 

 ② 在職中に疾病・事故等により障害者となった職員への復職支援等 

 

    中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった職員をいう。）につ

いて、円滑な職場復帰のために必要な業務の選定、職場環境の整備等の支援

を行います。 

 

 

-８- 



 

                                  

５ 優先調達等 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律等を

踏まえ、民間企業等における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進するこ

とが重要です。 

 

・ 障害者就労施設等への発注等 

   

    「船橋市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」

に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を

推進します。 
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